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1. 目的

本資料は，火災防護に関する説明書 5.1.2(1)b.項に示す火災感知器の種類及び配置

を示すために，補足資料として添付するものである。 

2. 内容

火災感知器の選定においては，設置場所に対応する適切な火災感知器の種類を火災

防護に関する説明書 5.1.2(1)b.項に示す通り，消防法に準じて選定する設計とする。

また，火災感知器の取付方法，火災感知器の設置個数の考え方等の技術的な部分につ

いては，消防法に基づき設置する設計とする。 

以下 3.項においては，火災感知器のうち，基本的な組み合わせとなるアナログ式の

煙感知器及びアナログ式の熱感知器以外の火災感知器についての種類，仕様及び感知

原理等を示す。 

以下 4.項においては，各火災感知器の具体的な設置条件を示す。 

以下 5.項においては，火災感知器の配置図を示す。 
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3. 基本的な組み合わせとなるアナログ式の煙感知器及びアナログ式の熱感知器以外の

火災感知器について 

(1) 防爆型火災感知器

蓄電池室及び燃料タンクに設置する防爆型火災感知器は，熱感知器と煙感知器で

あり，これらの感知器の防爆性能について以下に示す。 

a. 防爆型煙感知器の概要

防爆型煙感知器（耐圧防爆型光電式スポット型煙感知器）の概要を第 3-1 図に

示す。動作原理は，発光回路で一定時間ごとに LED（発光素子）に対して電流を

流し発光させ，発光した光は，レンズを通して防爆容器外部へ照射される。その

光を，煙がチャンバー内に流入すると，煙に反射して散乱光を生じる。この散乱

光を，レンズを通して PD（受光素子）が検知し，電気信号に変換し，受光回路で

これを検出する。受光回路で検出した信号は，マイコンで測定され，一定のレベ

ルを越えると火災信号を L－C 線（P 型受信機，中継器等）を通じ，受信機へ送信

する。 

第 3-1 図 防爆型煙感知器の概要 
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b. 防爆型熱感知器の概要

防爆型熱感知器は，感熱素子サーミスタを用いて熱を検出し，周囲温度が一定

値以上になったときに受信機に火災信号を発する。サーミスタは温度変化により

抵抗値が変化する素子で，一定周期で電流を流してサーミスタの両端にかかる電

圧を測定し，温度検出回路にて変換した電圧値を内部制御回路に送り，制御回路

にて一定時間内での温度上昇値を測定し，温度上昇率が設定値を超えた場合に火

災と判断し，受信機に火災信号を発する。（第 3-2 図） 

防爆型熱感知器は，内部の電気回路に可燃性ガスなどが侵入し，爆発が生じて

も，爆発による可燃が外部の可燃性ガス等に点火しないよう，全閉の構造となっ

ていることから，防爆性能（耐圧防爆構造＊）を有する。 

注記 ＊：耐圧防爆構造（「電気機器器具防爆構造規格」労働省告示第 16 条） 

全閉構造であって，可燃性ガス（以下「ガス」という。）又は引火

性の蒸気（以下「蒸気」という。）が容器内部に侵入して爆発を生

じた場合に，当該容器が爆発圧力に耐え，かつ，爆発による火災が

当該容器の外部のガス又は蒸気に点火しないようにしたものをい

う。 

第 3-2 図 防爆型熱感知器の概要 
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(2) 光電分離型煙感知器

a. 光電分離型煙感知器の概要

光電分離型煙感知器は，赤外光を発する送光部とそれを受ける受光部を 5 m～

100 m の距離に対向設置し，この光路上を煙が遮ったときの受光量の変化で火災

を検出する。また，大空間での広く拡散した煙を感知することができる。 

光電分離型煙感知器の概要を第 3-3 図に示す。 

光軸

煙送光部（信号発生器） 受光部（警報器）

公称監視距離 5 m ～100 m

第 3-3 図 光電分離型煙感知器の概要 

b. 取付位置

原子炉建屋原子炉棟 6 階（オペレーティングフロア）に設置する光電分離型煙

感知器の取付位置を第 3-4 図に示す。 

感知器 感知器
取付高さ
床面より
約15 m

天井（床面より約17 m）

壁

床

第 3-4 図 光電分離型煙感知器の取付位置 

c. 設置基準

消防法施行規則第 23 条（自動火災報知設備の感知器等）より，感知器の光軸

の高さが天井等の高さの 80 パーセント以上となるように設置する。 
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(3) 煙吸引式検出設備

a. 煙吸引式検出設備の概要

高線量区域にて発生する火災の煙を，排気ファンユニットにて煙吸引式検出設

備に取り込む。感知器内部の発光素子の光が，火災の煙流入により散乱すること

で煙を感知する。 

煙吸引式検出設備の概要を第 3-5 図に示す。 

また，煙吸引式検出設備の仕様を第 3-1 表に示す。 

排気ファンユニット※

吸煙口

排気

中央制御室
火災受信盤

高線量区域

煙吸引式

検出設備

（煙感知器内蔵）

※ 排気ファンは2台設置している。

第 3-5 図 煙吸引式検出設備の概要 
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煙吸引式検出設備の感知原理は，一般的な光電式スポット型感知器と同様に近

赤外線によう散乱光方式を用いて，火災感知する。 

煙吸引式検出設備は，アナログ式煙感知器と吸引装置を組み合わせた構成とな

っているため，平常時の状況（温度，煙の濃度）を監視し，火災現象（急激な温

度や煙の濃度上昇）を把握することが可能であり，設定した煙の濃度にて警報を

発する設計とする。 

煙吸引式検出設備の故障時は，中央制御室に異常の警報を発する設計としてお

り，万一，片方のセンサが故障しても 1 ラインに 2 個の煙センサを並列に設置す

ることで検知が可能な設計とする。さらに，排気ファンユニット内に排気ファン

を 2 個設置することで，片方のファンが故障しても検知が可能な設計とする。 

第 3-1 表 煙吸引式検出設備の仕様 

項目 仕様 

煙検知原理 
近赤外線によう散乱光方式 

（一般的な光電式スポット型感知器と同じ原理） 

煙濃度計表示範囲 0～25 ％/m （サンプリング周期 0.5 秒） 

設定検知濃度 
吸煙口 2 個の場合は各吸煙口の濃度が 10 ％で検知 

（光電式スポット型感知器 2 種相当） 

設定検知時間 1 分以内 

吸煙配管長さ 最大 1 ライン 40 m 以下 

排煙口取付ピッチ 半径 12 m 以下（消防法に規定されない設備） 

排気ファンユニット ファン 2 台（自動交互運転）

警報 

・排気ファン異常

・センサ異常

・スイッチ位置異常

電源盤 無停電電源装置内蔵 

安全対策 

・1 ラインに 2 個の煙センサを並列に設置することで

片方のセンサが故障しても検知可能な設計とする。

・排気ファンユニット内に排気ファンを 2 個設置する

ことで，片方のファンが故障しても検知可能な設計

とする。
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(4) 炎感知器

a. 炎感知器の概要

炎感知器（赤外線 3 波長式炎感知器）の概要を第 3-6 図に示す。CO2共鳴放射

帯域を検出する原理であり，波長 4.0 μm，4.4 μm，5.0 μm の赤外線域のみ検

出するよう，3 つの赤外線センサが搭載されている。3 つのセンサの出力は，蛍

光灯等の人工照明には反応せず，炎からの CO2共鳴放射帯域を検知した場合にの

み火災と判断し，警報を発報する。 

また，炎感知器の設置条件は，消防法には規定されておらず，監視範囲に死角

がないように設置する。 

なお，炎感知器は，一般産業における需要が少ないことから，消防検定を有す

る防爆型の感知器は存在しない。 

第 3-6 図 炎感知器の概要 
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(5) 熱感知カメラ

a. 熱感知カメラの概要

熱感知カメラは，物体から発する赤外線の波長を温度信号として捕え，赤外線

は温度が高くなるほど強くなる特徴を利用し，強さを色別して温度マップとして

画像に映すことにより，一定の温度に達すると警報を発する火災感知設備であ

る。熱感知カメラの外観と画像をそれぞれ第 3-7 図，第 3-8 図に示す。 

熱感知カメラは，消防法認定の感知器ではないが，「火災報知設備の感知器及

び発信機に係る技術上の規格を定める省令」の第 17 条の 8（炎感知器の公称距離

の区分、感度及び視野角）に基づく試験を実施し，感知器として充分な性能を満

足していることを確認している。 

第 3-7 図 熱感知カメラの外観 第 3-8 図 熱感知カメラの画像 



補-3-11-9 

4. 各火災感知器の設置条件

各火災感知器の設置条件を第 4-1 表に示す。 

第 4-1 表 火災感知器の種類と設置個数の考え方 

火災感知器の種類 

火災感知器の設置個数の考え方 
消防法 

施行規則 取付面高さ 
設置個数当たり

の床面積 

煙感知器 

光電アナログ式スポット型 

1 種及び 

2 種 

4 m 未満 150 m2 

第 23 条 

第 4 項 

第 7 号 

4 m 以上 20 m 未満 75 m2 

3 種 4 m 未満 50 m2 

光電式スポット型 

（防爆型含む） 

1 種及び 

2 種 

4 m 未満 150 m2 

4 m 以上 20 m 未満 75 m2 

3 種 4 m 未満 50 m2 

光電アナログ式分離型 － 20 m 未満 

－ 

（当該区域の各

部分から一の光

軸までの水平距

離が 7 m 以下に

設置） 

第 23 条 

第 4 項 

第 7 の 3

号 

煙吸引式検出設備 － 
排煙口取付ピッチ半径 12 m 以下 

（消防法には規定されない） 
－ 

熱感知器 

熱アナログ式スポット型 － 
4 m 未満 70 m2 ＊ 

第 23 条 

第 4 項 

第 3 号 

4 m 以上 8 m 未満 35 m2 ＊ 

定温式スポット型 

（防爆型含む） 

特種 
4 m 未満 70 m2 ＊ 

4 m 以上 8 m 未満 35 m2 ＊ 

1 種 
4 m 未満 60 m2 ＊ 

4 m 以上 8 m 未満 30 m2 ＊ 

2 種 
4 m 未満 20 m2 ＊ 

4 m 以上 8 m 未満 － 

炎感知器 

紫外線式スポット型 

公称監視

距離最大

20 m 以内 

床面から 1.2 m の監視空間 

第 23 条 

第 4 項 

第 7 の 4

号 

赤外線 3 波長式 

公称監視

距離最大

60 m 以内 

監視範囲に死角がないように設置 

（消防法には規定されない） 
－ 

熱感知 

カメラ
－ － 

監視範囲に死角がないように設置 

（消防法には規定されない） 
－ 

注 ：上記に記載のない事項については，消防法施行規則等に基づく，火災感知器の設

置方法に従う。 

注記 ＊：主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分における設置個数当た

りの床面積を示す。 
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5. 各火災感知器の配置図

各火災感知器の配置図を以下に示す。
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